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安藤ハザマ協力会 
 

安藤ハザマ協力会について 
 

安藤ハザマには、会社と取引のある協力会社が運営する「安藤ハザマ協力会」があります。 
この協力会の目的は「安全衛生活動を活動の基本に据え、施工品質や技術の向上に努め、安藤ハザマ

並びに会員の共存共栄を図ること」であり、施工を伴う取引を始める会社様にはこの協力会への加入を

お願いしています。なお、施工を伴う取引以外の会社様（資機材納入会社等）は原則として協力会に加

入することはできません。安藤ハザマ協力会の概要は下記の通りです。 

記 
1. 目 的 

安全衛生活動を活動の基本に据え、会員が自主的に施工品質や技術の向上に努め、会員相互の連携に

より安藤ハザマ並びに会員の共存共栄を図ること。 
2. 事 業 

前項の目的達成のため、次の事業を行なっています。 
（1）労働災害防止に関する事項  （2）施工技術・工法の改善に関する事項 
（3）労働力の確保に関する事項  （4）労務・衛生管理に関する事項 
（5）経営改善に関する事項    （6）教育訓練に関する事項 
（7）損害保険の加入に関する事項 （8）表彰に関する事項 
（9）福利厚生に関する事項    （10）会社の営業協力に関する事項 
（11）広報に関する事項      （12）その他本会の目的達成のため必要な事項 

3. 入会資格 
会社と施工を伴う取引を有することが入会の条件です。 

4. 会員区分 
①正 会 員：安藤ハザマの施工の中核となる協力会社であり、会社と恒常的な取引を有し、安藤ハ

ザマの施工品質、安全の基礎を築く協力会社です。正会員の申請には一般会員としての

恒常的な取引が前提で、認定には協力会理事会の承認が必要です。なお、他支店におい

て正会員の活動実績がある場合は、申請支店において新規取引であっても正会員の申

請をすることができます。 
②一般会員：正会員を除く施工を伴う協力会社です。新規取引会社は原則として一般会員です。 
③非 会 員：上記のいずれにも属さない資機材納入会社等です。 
④賛助会員：非会員が協力会活動（安全推進大会等）に参加を希望する場合、活動を希望する支部

に定額会費相当額を支払うことによって賛助会員として各種活動に参加することがで

きます。 
 

 正会員 一般会員  非会員 賛助会員 
活動範囲 全国・単一支部 同左  × 単一支部 

災害補償 ○ ○  × × 

安全推進大会 ○ ×  × ○ 

教育・研修 ○ ×  × ○ 

総会代議員資格 ○ ×  × × 

会 費 定額会費＋定率会費 定率会費  × 定額会費相当額 



5. 組 織 
本店所在地に本部を置き、札幌、東北、関東、北陸、LCS、静岡、名古屋、大阪、四国、広島、九州

の 11 支部を支店所在地に置きます。 
6. 特 典 

業務上災害に対する保険金の給付（死亡 1000 万～後遺障害 7 級 420 万）や安全表彰、安全推進大会

等各種行事へ参加することができます。 
7. 会 費 

定率会費として、請求額（税込）に応じて徴収します（請求額の 6/10,000）。 
なお、正会員は定率会費に加え定額会費（1 社 30,000 円／年）を徴収します。定額会費は、複数の

支部で活動する会員についても 1 社分の会費を徴収いたします。 
8. 会員の認定 

正会員の認定は、支部役員会の承認を経て年 2 回開催される本部理事会の承認をもって認定し、     

安藤ハザマ協力会正会員認定書を発行、送付します。 
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